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は じ め に

厚生労働省は，生活保護を受給する人が２０１１年７月時点で２０５．５万人とな

り，戦後の混乱期でもっとも受給者の多かった１９５１年度（月平均）の２０４．７

万人を超え，戦後最多を更新したと発表した。そして，その後も生活保護受給

者増加の傾向は続いている。また，「ワーキングプア」や「ネットカフェ難民」

など貧困のさまざまな状態を可視化する報道が行われ，貧困をあらためて社会

問題として考える契機が生まれている。１）

そこで，本稿では，近年大幅な受給者の増加がみられる生活保護を取り上げ，

生活保護受給者急増の要因と生活保護受給者像の変化について，２０００年以降

の１０年間に焦点をあて，以下の手順で検討してみたい。まず，この１０年間の

生活保護政策の動向を検討し，ついで，どのような人々が生活保護を受給する

ようになったのか，また，生活保護受給者たちは現在どこで生活しているのか

を明らかにすることにしたい。

本論に入る前に，戦後の生活保護受給者の動向を概観しておこう。

図１は戦後の生活保護の動向を示したものである。厚生労働省の「福祉行政

報告例」によれば，２０１１年１１月の速報値では生活保護受給者は２０８．０万人

で，生活保護受給世帯は１５０．８万世帯である。

生活保護受給者は，高度経済成長期以降全体としては減少傾向にあったもの

の，１９８５年以降は急激に減少し，１９９５年には生活保護制度開始以来最少の
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８８．２万人となった。しかし，この年１９９５年を底に生活保護受給者数は増加傾

向に転じ，図１のようにＵ字型の回復をみせた。さらにその後も増加を続け，

近年では生活保護史上最高の生活保護受給者数を更新し続けている。

なお，千人当たりの保護率も受給者数と同じような変化を見せ，１９９５年の

７．０パーミルを底に上昇し，２０１１年の速報値では１６．３パーミルとなっている。

しかし，開始時の２４．２パーミルを超えるまでには至っていない。戦後の保護

率の変化についてまとめると，１９５１年から１９７０年までは２０年間の減少期，

ついで１９７１年から１９８４年までの１５年間は１２パーミル台の安定期，そして

１９８５年以降受給者数が戦後最少となる１９９５年までの再減少期，そして１９９６

年以降の増加期の４つの時期に区分できる。近年の生活保護は戦後初めて長期

の受給者増を経験している。

一方，生活保護の受給者や世帯の増減は，その年の生活保護の開始と廃止の

人員および世帯数の差し引きによって決まるが，生活保護の開始・廃止の動向

は，その時点の生活保護受給者や生活保護受給世帯の変化をより強く反映す

る。（表１）

保護開始人員が戦後もっとも多いのは，１９５５年の５万９，５６２人である。保

護開始人員がもっとも少なかったのは，１９９１年の１万４，２０２人であった。一

方，保護廃止人員では，戦後もっとも多かったのは１９５５年で，５万９，５９２人

であった。そして，もっとも少なかったのは１９９８年の１万４，５２０人であった。

保護開始・廃止人員ともに１９５５年がもっとも多く，１９９０年代に最少となって

いる。

ここで，保護開始人員および保護廃止人員の同年の生活保護受給者に占める

比率をそれぞれもとめてみた。保護開始人員の生活保護受給者に占める比率は

生活保護への参入率，保護廃止人員のそれは生活保護からの離脱率を示してい

る。全体としては，３％程度であった参入率・離脱率がともに１％台まで低下

しており，近年生活保護への参入や離脱といった流動性が低くなっている。

図２で１９６０年以降の生活保護への参入率および離脱率から生活保護の動態
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１６ ９９８，８８７ １，４２３，３８８ １１．１ １９，１８７ １５，１６４ ２６，１３２ １９，２２２ １．８４％ １．３５％
１７ １，０４１，５０８ １，４７５，８３８ １１．６ １８，１８７ １４，８７４ ２４，７１５ １９，０１１ １．６７％ １．２９％
１８ １，０７５，８２０ １，５１３，８９２ １１．８ １６，８８６ １４，２７３ ２２，９２２ １８，２４１ １．５１％ １．２０％
１９ １，１０５，２７５ １，５４３，３２１ １２．１ １６，４６５ １３，９８２ ２２，２６７ １７，８２６ １．４４％ １．１６％
２０ １，１４８，７６６ １，５９２，６２０ １２．５ １９，８７１ １３，８８８ ２７，０９５ １７，６２１ １．７０％ １．１１％
２１ １，２７４，２３１ １，７６３，５７２ １３．８ ２８，１０２ １５，６５７ ３８，７１５ １９，５１７ ２．２０％ １．１１％
２２ １，４１０，０４９ １，９５２，０６３ １５．２ ２５，９６４ １６，４７９ ３５，７２０ ２０，６４４ １．８３％ １．０６％

表１ 生活保護年次推移

資料出所）厚生労働省「福祉行政報告例」より筆者作成
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を見ると，１９６０年から１９７３年までは保護の参入率と離脱率が高水準でほぼ拮

抗するが，１９７４年から１９８４年までの１０年間は参入率が離脱率よりも高く，

保護への参入が進んだ時期であった。その後，１９８５年から１９９２年までは前の

時期とは逆に参入率よりも離脱率が高く生活保護からの離脱が進んだ。そし

て，１９９３年以降は大きく変動するが，再度参入率の高い時期を迎えている。

１９６０年以降離脱率は一貫して低下の傾向にあるが，参入率は大きく変動して

おり，生活保護受給者数の変動は主として保護開始人員の動きが重要であるこ

とがわかる。

生活保護の動向は，「社会情勢や経済情勢など社会変動に対応して推移する」

とされ，保護課は，図１のように経済状況の影響を指摘している。戦後は，「神

武景気」や「東京オリンピック」などを契機とした好況などの影響を受け生活

保護受給者は大幅に減少し，１９８０年代後半からの「平成景気」によってさら

に減少したが，２００８年の「世界金融危機」以降の急激な上昇が示されている。

こうした厚生労働省の見解に対して，１９８０年代から１９９０年代半ばまでの保

図２ 参入率・離脱率の推移

資料出所）表１に同じ
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護率の低下の要因については，生活保護行政の「適正化」政策が指摘された。

それは，１９８１年の「生活保護の適正実施について」（いわゆる「１２３号通知」）

による「水際作戦」といわれるものである。２）その結果，１９９０年代半ばには１％

を切る低い保護率となった。当時の低い保護率については，「機能喪失した生

活保護」３）や「生活保護制度の衰弱死をはかるようなもの」４）ともいわれた。ま

た，１９９１年には保護課長からも「このように低い保護率になると，…生活保

護行政の役割は減少しているといわれる」５）と危惧する発言がなされる事態を

迎えていた。

しかし，その後の生活保護はすでに検討したように増加に転じ，今日では

まったく違った様相を示すようになった。その背景には何があるのだろうか。

保護課が指摘しているように，生活保護の動向は，経済状況に大きな影響を

受けるが，それだけではなく高齢化や離婚率，受給に伴うスティグマ感などの

社会状況にも影響を受ける。また，生活保護行政の運用や監査についての方針

や保護実施機関の制度運営や裁量によっても規定される。したがって，生活保

護の動向はそれらのさまざまな影響を受けた結果である。以下，本稿では，と

くに生活保護政策の動向に着目して分析を行うことにしたい。

日本の社会保障は，１９５０年の「社会保障制度に関する勧告」の中で，社会

保険，公的扶助，公衆衛生，社会福祉からなり，公的扶助制度の基本的性格は

社会保険制度を補完する機能にあるとされた。生活保護は，日本における公的

扶助の代表的な制度で，「最後のセーフティネット」と呼ばれる役割をもって

いる。社会保障における生活保護の位置を財政の面からみておくことにしよ

う。

国は，生活保護法に基づき生活困窮者に対して最低生活を保障する。生活保

護法は憲法２５条の生存権を実現する手段であるため，国は生活保護費に対し

ては７５％という，他の社会福祉事業にくらべて高率の負担を行っている。

国の予算と生活保護費の年次推移をみると，１９５５年の社会保障関係費

（１，０４２．８億円）のうち生活保護費は３２．１％（３３４．９億円）で，社会保障関係費
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の３割を占めていた。以後，社会保障関係費に占める生活保護費の割合は年々

下がり，１９９９年には社会保障関係費（１６．１兆円）の７．２％（１．２兆円）にまで

低下した。

２０００年をみると，社会保障関係費は１６．８兆円で，生活保護費は７．３％（１．２

兆円），社会保険費は６５．３％（１１．０兆円）であった。１０年後の２０１０年の社会

保障費は２７．３兆円で，そのうち生活保護費は８．２％（２．２兆円），年金医療介

護保険給付は７４．６％（２０．３兆円）であった。受給者の増加につれて生活保護

費は２倍近くに増加しており，生活保護費の財政面における肥大化を危惧する

発言も多いが，社会保障関係費に占める比率は逆にやや低下していることを確

認しておく。６）

１ 生活保護政策の動向

１）２０００年前後の改正

戦後日本の社会福祉は，欧米諸国における新しい理念の展開を受けて，基本

理念や原則を大きく変化させるとともに，１９９０年代後半からの社会福祉基礎

構造改革により，制度の抜本的な見直しが図られた。こうした中にあっても，

生活保護法は基本的な枠組みを変えることはなかった。しかし，その後２０００

年前後に行われた各種の制度の改正や新設によって，生活保護法の枠組みに変

更がもたらされ，さらに，生活保護制度の在り方を根本的に検討すべきという

議論が高まり，ようやく生活保護は大きく見直されることになった。それらを

あげておこう。

�１９９７年の介護保険法制定（２０００年４月施行）により，生活保護の扶助に

「介護扶助」が創設され，扶助は８種類となった。介護保険では，生活保護受

給者も保険適用の対象となったため，生活保護受給者の介護保険料と介護施設

入所者の生活費は，生活扶助で対応することになった。７）

�１９９９年の地方分権一括法制定（２０００年４月施行）により，機関委任事務

が廃止され，法定受託事務と自治事務に分けられることになった。これに伴い，
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福祉５法は自治事務となったが，生活保護法は，国の責任でナショナル・ミニ

マムを確保する必要があり，最低生活保障にかかわる部分が法定受託事務に分

類され，相談援助（相談及び助言）にかかわる部分があらたに追加され自治事

務となった。

かつて，生活保護法の解釈と運用は，行政解釈を示した通知によって行わ

れ，「通達行政」と言われてきた。地方分権一括法により，国と地方自治体の

関係は上下関係でなく，並列の対等の関係となったが，生活保護に関しては，

地方分権一括法施行後も，事務処理基準や技術的助言が示されており，実施機

関はこれらの通達に拘束されている。８）

�２０００年に社会事業法が社会福祉法に改正された。社会福祉法では，「措置

から利用へ」や，地域福祉などの新しい考え方が示された。生活保護法の施設

である保護施設で用いられていた「収容」という用語は他の社会福祉各法と同

様に「入所」に統一された。

また，福祉事務所についても変更がなされた。従来の福祉事務所の配置基準

となる「福祉地区」という考え方は削除され，また，福祉事務所の人員配置も

緩和され，必要な人員の定数配置は「標準数」に変更された。９）

加えて，�２００２年に「ホームレスの自立支援等に関する特別措置法」が制

定された。ホームレス問題の解決を国の責務とし，緊急の援助とともに生活保

護法による保護の適正な実施をあげた。

�２００４年の「生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書」（以下，『専

門委員会報告書』と略記する）は，「利用しやすく自立しやすい制度へ」の転

換を基本視点とする生活保護見直しの方向性を示した。そのためには，就労自

立支援，日常生活自立支援，社会生活自立支援という３つの自立支援の必要性

を指摘した。

この『専門委員会報告書』の中では，「生活保護基準の在り方」「生活保護の

制度・運用の在り方と自立支援」「制度の実施体制」の３項目について基本的な

考え方が示されており，この報告書を受けて生活保護制度は大きく変わってい
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くことになった。ここでは，生活保護基準と自立支援プログラムを取り上げる。

２）生活保護基準の在り方

�生活保護基準の仕組み

『専門委員会報告書』では，「貧困の再生産」防止の観点からの生活保護制度

における修学費用の検討が提起され，これを受けて変更が行われた。

生活保護における教育扶助は，義務教育までの修学に必要な費用である。し

たがって，生活保護受給世帯の子どもたちの高校への進学は，かつてに比べて改

善されているとはいえ，２０１０年でも全国の高校進学率９８．０％に対して８７．５％

にとどまっている（保護課調べ）。そこで，高等学校等への修学に必要な教育

費については，２００５年度より生業扶助の技能修得費として，別途支給される

ことになった。

また，２００９年度に学習支援費が創設され，家庭内学習に用いる各種教材の

購入費や課外のクラブ活動費に要する費用も支給されることになった。

�生活保護基準の見直し

生活保護基準については委員会の開催中から変更に手がつけられた。

基準生活費については，多人数世帯の第１類費算定の際に逓減率を適用し，

２００５年から３年計画で０．９５から０．９０とすることとした。

また，加算については，老齢加算は，２００４年度から３年計画で段階的に廃

止が行われた。また，母子加算は，委員会の指摘を受け２００５年から５年をか

けて段階的に縮減され２００９年４月に廃止されたが，子どもの貧困を解消する

観点から，政権の交代により同年１２月から復活している。

３）自立支援プログラムの導入と推進

『専門委員会報告書』の中で示された自立支援の考え方を踏まえ，厚生労働

省は２００５年から「自立支援プログラム」を導入した。

「自立支援プログラム」の導入にあたり，その基本方針が示された。
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今日の生活保護受給世帯は多様な問題（社会的入院，DV，虐待，多重債務，

元ホームレス）をかかえており，受給期間が長期にわたる場合も少なくない。

実施機関では，生活保護受給世帯のかかえる問題の複雑化と生活保護受給世帯

数の増加により十分な支援が行えない状況となっている。そこで，自立支援プ

ログラムを策定し，自立支援の具体的内容の実施手順を定め，これに基づき

個々の生活保護受給者に必要な支援を組織的に実施する。こうした経験の共有

化，自立支援の組織的対応や効率化をはかろうとするものである。

自立支援プログラムは，福祉事務所とハローワークの連携による「生活保護

受給者等就労支援事業」と各自治体が策定する「個別支援プログラム」である。

「生活保護受給者等就労支援事業」は，２００５年から地方自治体とハローワー

クが連携して，就労能力と意欲を一定以上有している者を対象として，優先的

に取り組まれてきた。しかし，２００８年のリーマンショックに端を発した経済

状況の悪化，厳しい雇用失業情勢を背景として「働きによる収入の減少・喪失」

を理由として生活保護の受給を開始する者が増加等しており，生活保護受給者

等の就労を通した自立支援の充実・強化が求められている。

そこで，２０１１年度からは，第２のセーフティネットといわれる住宅手当受

給者等も対象者とし，就労支援を強化し，経済的自立を促すために「福祉から

就労」支援事業が実施された。

一方，各自治体が策定した個別の自立支援プログラムは，表２のように，導

入直後の２００５年１２月では５８５とわずかであったが，年度ごとに増加してきて

いる。２０１０年度末では３，９６５の自立支援プログラムが策定されている。１０）

２０１０年度の自立支援のプログラムは，日常生活自立に関するもの２，０４８

（５１．７％）がもっとも多く，ついで，経済的自立に関するもの１，６１４（４０．７％），

社会生活自立に関するもの３０３（７．６％）となっている。当初は，経済的自立

に関するプログラムが多かったが，近年は，日常生活自立に関するプログラム

が多く策定されている。しかし，社会生活自立に関するプログラムの策定は現

在も少ない。
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２０１０年度はこれらの自立支援プログラムに２１万３，６１３人が参加した。同年

度の生活保護受給者（１９５万２，０６３人）のうちの１０．９％が参加したことになる。

もっとも参加者が多いのは経済的自立に関する自立支援プログラムで，１５万

３，４１５人（７１．８％）が参加した。自立支援プログラムの参加者の７割が経済的

自立に関するプログラムに参加しており，経済的自立が自立支援プログラムの

中核をなしている。

保護課は，年度末に開催する「社会・援護局主管課長会議」などにおいて，

自立支援および「自立支援プログラム」の実施に関する方針や取組みの方向性

を毎年度示してきた。当初は就労支援を中心としていたが，その後は「就労」

に限らない経済的自立，日常生活自立や社会生活自立の３つの自立の考え方を

考慮した「自立支援プログラム」の取り組みを充実させる方向にある。１１）

そして，新しいプログラムとして，生活保護受給者の「社会的な居場所づく

り支援事業」や「日常・社会生活及び就労自立総合支援事業」などが推進され

ている。

生活保護受給者の社会的な居場所づくり支援事業は，「生活保護受給者の社

会的な居場所づくりと新しい公共に関する研究会報告書」（２０１０年）の中で，

生活保護受給世帯の自立支援には，社会から孤立しがちな人に対しては社会と

２００５年１２月 ２００６年１２月 ２００７年１２月 ２００８年１２月 ２００９年度 ２０１０年度（※）

経済的自立に関するプ
ログラム（生活保護受
給者等就労支援事業分
を除く）

３１１ ６７５ １，１８３ １，４８４ １，５４９ １，６１４

日常生活自立に関する
自立支援プログラム ２１４ ８０８ １，１６５ １，４４８ ２，００８ ２，０４８

社会生活自立に関する
プログラム ６０ １５５ ２４４ ２８９ ３０７ ３０３

合 計 ５８５ １，６３８ ２，５９２ ３，２２１ ３，８６４ ３，９６５

表２ 自立支援プログラムの策定状況

注（※）東日本大震災の影響により一部自治体の取り組みを反映していない。
資料出所）厚生労働省「社会援護局主管課長会議資料」各年
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のつながりを結び直す支援を行うこと，また，生活保護受給世帯の子どもに対

しては貧困の連鎖を防止するための学習支援や居場所づくりを行うことが重要

であるとの指摘を受け，行われることになった。また，こうした新たな福祉課

題に対応し，多面的で効果的な自立支援を行うには，行政と企業，NPO，社会

福祉法人，住民等が協働する「新しい公共」による支援が重要であるとされた。

これらを踏まえ，２０１１年度に，ボランティア活動や中間的就労などの社会

参加活動や就労体験，子どもの進学に関する支援などの取り組みを推進する，

生活保護受給者の「社会的な居場所づくり」を支援する事業が創設された。

２ 生活保護受給者の動向

－どのような人が生活保護を受けるようになったか－

この節では，生活保護受給者の増加と「ホームレス」への生活保護の適用を

取り上げ，２０００年から２０１０年までの変化を中心に検討していく。

１）増加する生活保護受給者

�生活保護受給者および世帯の動向

「福祉行政報告例」によると，２０００年の生活保護受給者は１０７．２万人で，人

口千人あたりの保護率は８．４パーミルであった。２０１０年のそれは，１９５．２万人

で，保護率は１５．２パーミルとなっている。この１０年間に人員，保護率ともに

約１．８倍になっている。

生活保護受給者の変化を地域別，性別，年齢別にみよう。

地域別では，まず市郡別の保護率にみると，１９７０年は，郡部の保護率（１５．１

パーミル）が市部の保護率（１２．１パーミル）を上回っていたが，１９８１年に逆

転し，その後はずっと，市部の保護率の方が郡部より高くなっている。２０００

年では市部（９．４パーミル）は郡部（５．３パーミル）の１．８倍の保護率となり，

２０１０年では，市部（１５．８パーミル）は郡部（１０．１パーミル）の１．６倍の保護

率となっており，市部の保護率は高い。
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また，市郡別の生活保護受給者の割合をみると，１９５８年では市部６１．０％，

郡部３９．１％で郡部が４割近くを占めていたが，２０００年では市部８６．４％，郡部

１３．６％，２０１０年では市部９３．８％，郡部６．２％となっている。市部の生活保護

受給者の比率は年々増加しており，生活保護受給者のほとんどは，市部の受給

者である。

さらにこれを厚生労働省「被保護者全国一斉調査」の級地別にみると，２０００

年以降３級地では比率が低下しているのに対して，１級地では比率が上昇し，

とくに１級地の１で増加が顕著である。つまり，近年の生活保護受給者の増加

は市部の中でも大都市部において生じており，「生活保護の都市化」と呼ぶこ

とができよう。１２）

こうした地域間の保護率の差は，地域経済力や産業構造の違いだけでなく，

生活保護受給に対する住民の考え方や実施機関の生活保護制度運用の在り方な

ども影響を与えているであろう。

つぎに，性別にみると，２０００年では男性４５．１％，女性５４．９％で女性の比率

が高い。２０１０年では男性４９．１％，女性５０．９％と，ほぼ同率に近くなっており，

ここ１０年では男性生活保護受給者の増加がみられる。（「被保護者全国一斉調

査」）

さらに，生活保護受給者の年齢別構成割合を国立社会保障・人口問題研究所

の「『生活保護』に関する公的統計データ一覧」（２０１２年）でみよう。１９５５年

の生活保護受給者は，１９歳以下が５１．６％と半数を占め，６０歳以上は１１．７％と

まだ１割という状況であったが，その後は少子・高齢化の人口構造の変化も

あって，６０歳以上の高齢者割合が急速に増加した。２０００年では６０歳以上の比

率は４７．６％となり，２０１０年では５０．９％と半数を超えた。

年齢別保護率では，２０００年では，もっとも年齢別保護率が高いのは７０代以

上（１７．３７パーミル），ついで６０代後半（１６．８２パーミル），６０代前半（１４．８０

パーミル）となる。６０代以上の高齢者の保護率は高い。２０１０年では６０代後半

の保護率は２５．８７パーミルともっとも高く，以下，７０歳以上（２４．８４パーミ

生 活 保 護 の 動 向 １７１



ル），６０代前半（２１．４０パーミル）の順となる。２０００年以降はどの年齢層の保

護率も増加の傾向にあるが，とくに６０代の伸びが顕著である。

生活保護は世帯単位で考えられているので，世帯の動向も見ておく必要が

ある。

「福祉行政報告例」によると，生活保護受給世帯は２０００年では７５．１万世帯

で，千世帯当たりの世帯保護率は１６．５パーミルであった。２０１０年では，１４１．０

万世帯，世帯保護率２９．０パーミルで，世帯でみても，この１０年間に世帯数は

１．９倍，世帯保護率は１．８倍とほぼ２倍近い増加となっている。

世帯人員数をみると，単身世帯は２０００年では７３．５％であったが，２０１０年で

は７５．５％と，さらに生活保護受給世帯の単身世帯化が進んでいる。

世帯類型別にみると，２０１０年で世帯数がもっとも多い高齢者世帯は，２０００

年の４６．０％から２０１０年は４２．９％に減少し，ついで多い傷病障害者世帯も２０００

年の４０．３％から２０１０年は３３．１％に減少している。また，母子世帯も２０００年の

７．８％から２０１０年は７．７％とわずかに減少している。唯一増加しているのはそ

の他世帯で２０００年の５．９％から２０１０年１６．２％へと３倍近くに増加している。

その他世帯について，実数をみると，２０００年５．５万世帯であったものが，

２０１０年には２２．７万世帯で，４倍になっている。

また，２０１０年の「被保護者全国一斉調査」によれば，その他世帯の世帯人

員の平均年齢は４６．０歳で，生活保護受給者全体の５３．６歳に比べて若く，就労

率も２０．４％で全体の９．７％に比べて高い傾向にある。

その他の世帯とは，年齢は６５歳未満で，傷病障害のない，母子でもないと

いう残余的な人々からなる世帯であり，その特徴はつかみにくいが，保護課な

どでは「稼働年齢層と考えられるその他世帯」とし，その割合が大きく増加し

ていることに着目している。

�保護の開始・廃止とその理由

保護の開始・廃止の世帯や人員の動きはその時々の保護の動向を把握する上

でもっとも重要である。近年増加している生活保護受給者の特徴を，保護の開
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始・廃止の時点でみておこう。

保護開始数は，２０００年では１万６，７２２世帯，人員２万３，１４２人，２０１０年で

は２万５，９６４世帯，３万５，７２０人であった。保護開始世帯はこの１０年で約１

万世帯，保護開始人員は１．２万人増加している。

保護開始人員を年代別にみると，２０００年は５０代をピークとした山形の年齢

分布を示す。２０１０年も５０代でもっとも比率が高くなるが比較的なだらかな年

齢分布となり，とくに４０代の増加が著しい。

また，保護開始世帯の世帯類型の変化をこの１０年でみると，高齢者世帯・

母子世帯・障害者世帯では大きな変化を見せていないが，２０００年でもっとも

比率の高かった傷病者世帯は４９．１％から２０１０年には２６．３％にまで減少し，一

方，２０００年には１３．５％であったその他世帯が３５．５％にまで増加し，傷病者世

帯を超え開始世帯でもっとも高くなっている。保護開始世帯ではその他世帯の

増加が顕著である。

保護の開始理由をみよう。

開始世帯全体をみると，２０００年では，「傷病による」（４３．２％）がもっとも

多く，ついで「急迫保護」（１８．１％），「働きによる収入の減少・喪失」（１３．９％），

「貯金等の減少・喪失」（１０．２％）などとなる。２０１０年でも，もっとも多いの

は「傷病による」（２８．０％）であるが，ついで「働きによる収入の減少・喪失」

（２５．４％），「貯金等の減少・喪失」（２４．０％）となる。２０００年に多かった「急

迫保護」は５．２％にすぎなくなった。２０１０年でも傷病が開始理由の１位となっ

ているが，収入や預貯金の減少・喪失といった経済的理由が増加している。

開始世帯の中で増加が顕著なその他世帯の開始理由をみると，２０００年では

「働きによる収入の減少・喪失」（２９．３％）がもっとも多く，ついで「急迫保護」

（１９．６％），「傷病による」（１７．８％），「貯金等の減少・喪失」（１６．４％）などで

あった。収入や預貯金の減少・喪失はあわせて４５．７％となり，開始理由の半

分近くを経済的理由が占める。また，２０１０年でもっとも多いのは「働きによ

る収入の減少・喪失」（４０．５％），ついで「貯金等の減少・喪失」（２７．７％）で，
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「傷病による」（１３．７％）などがつづく。収入の減少などの経済的理由は６８．２％

を占めており，その他世帯の多くが経済的理由で保護を開始していることがわ

かる。

保護開始世帯の保護歴をみると，かつて保護を受給したことのある「保護歴

あり」の世帯の比率は２０００年から５年おきに，３１．１％，２２．７％，１７．４％と年々

低下しており，近年はじめて生活保護を受給する世帯が増加している。

ついで，保護の廃止理由についても見ておこう。

２０００年でもっとも多いのは「死亡」の１８．９％で，ついで多いのは，「傷病治

�」（１１．２％），「失そう」（１１．１％）や「働きによる収入の増加」（１０．０％）な

ど，理由は分散している。２０１０年でももっとも多いのは「死亡」で，３１．４％

にまで増加している。ついで「働きによる収入の増加」（１５．３％），「失そう」

（１２．６％）となる。「傷病治�」はわずか５．８％に過ぎない。病気が治�するこ

となく亡くなるまで生活保護を受けている層が多く，これは生活保護受給世帯

の高齢化と関連している。

また，保護廃止の主な理由は「死亡」ではあるが，第２の理由が，「傷病治

�」から「働きによる収入の増加」に移っていることに注目したい。

とくに，２０１０年のその他世帯をみると，保護廃止の理由でもっとも多いの

は「働きによる収入の増加」（３６．２％）で，ついで「失そう」（２０．４％），「死亡」

（６．２％）などとなる。その他世帯における「働きによる収入の増加」や「失そ

う」といった理由は生活保護受給世帯全体の約２倍の比率となっており，他の

世帯とは異なる理由で保護廃止となっている。

２）「ホームレス」への生活保護の適用

日本において大都市部を中心に野宿者の存在が急増・可視化し，「ホームレ

ス問題」が社会的関心を集めたのは１９９０年代以降のことである。１３）「ホームレ

ス」という言葉は，日本においては野宿者を意味する用語として，９０年代半

ば以降に行政機関やマスコミ報道を通して世間に広まった。１４）
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従来「ホームレス」に対しては，１８９９年に制定された行旅病人及行旅死亡

人取扱法に基づく施策や生活保護法では医療扶助のみが適用されていた。これ

までは，居住地がないという理由で生活保護の受給が認められていなかった

が，この１０年間に，生活保護とホームレスはむすびつきを強めている。

�国が本格的に関与するにいたったのは，１９９９年に各省庁および地方自治

体で構成する「ホームレス問題連絡会議」を設置したことに始まる。会議の結

果，「ホームレス問題に対する当面の対応策」が取りまとめられた。これを受

けて，厚生省に研究会が組織され，報告書「ホームレスの自立支援方策につい

て」が２０００年３月に発表された。この報告を受け，２０００年４月から厚生労働

省のホームレス自立支援事業が予算化された。

２００２年には「ホームレスの自立支援等に関する特別措置法」が制定され，

ホームレスの自立支援事業が開始され，全国調査が実施されることになった。

法制定後の２００３年３月，厚生労働省は「ホームレスの実態に関する全国調

査」を行い，ホームレスの数を２万５，２９６人と発表した。調査の対象は，法第

２条に規定する「都市公園，河川，道路，駅舎その他の施設を故なく起居の場

所として日常生活を営んでいる者」で，調査は目視によるものである。

全国調査は２００７年以降毎年行われ，２０１０年では１万３，１２４人で，２０１２年で

はさらに減少し９，５７６人となった。ホームレス数の減少について，厚生労働省

は「生活保護が適切に受けられていることが減少している背景の一つではない

か」と述べている。１５）（表３）

２０１２年でもっとも多いのは大阪府２，４１７人，ついで東京都２，３６８人，神奈川

県１，５０９人，愛知県５１８人であった。これらは「ホームレス」の４大都府県と

いうことになる。

法制定後のホームレス対策はホームレス自立支援事業，ホームレス緊急一時

宿泊事業（シェルター事業），ホームレス能力活用推進モデル事業のほか，２００３

年４月よりあらたにホームレス総合相談事業を創設し，事業のさらなる展開を

はかった。
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２００５年に，ホームレスにかぎらず生活保護受給者や低所得者などの要援護

者への支援が「セーフティネット支援事業」として統合・再編され，ホームレ

ス対策事業の具体的内容は実施要領において定められた。そして，さらに，

２０１０年には「ホームレス等貧困・困窮者の『絆』再生事業」の中に組み入れ

られた。

また，２００７年に厚生労働省はネットカフェなどで暮らす「住居喪失不安定

就労者の実態に関する調査」を実施した。これは，寄せ場の日雇労働者以外の

「ホームレス予備群」または「ホームレス・ボーダー層」が大量に生み出され

ている（しかも若年層を含めて）現実がはじめて公式に認められたことを示す

ものである。１６）

そして，その後のリーマンショックによる「派遣切り」や若年ホームレス層

の登場により，ホームレス問題に劇的な変化がおこり，ホームレス問題に「地

殻変動が起きている」と言われている。それまでのホームレスは中高年の失業

問題として理解されてきたが，ホームレス問題は２０代・３０代の若者を含む全

年齢層しかも日雇い労働者などの旧来の不安定就労者だけでなく，日雇い派遣

労働者などの新しい不安定就労者をも巻き込み広がっていき，ホームレス問題

に多様化をもたらした。１７）

ホームレス自立支援法の成立に伴い，厚生労働省社会・援護局保護課長は

男 女 不 明 合 計

２００３年調査 ２０，６６１ ７４９ ３，８８６ ２５，２９６

２００７年調査 １６，８２８ ６１６ １，１２０ １８，５４６

２００８年調査 １４，７０７ ５３１ ７８０ １６，０１８

２００９年調査 １４，５５４ ４９５ ７１０ １５，７５９

２０１０年調査 １２，２５３ ３８４ ４８７ １３，１２４

２０１１年調査 １０，２０９ ３１５ ３６６ １０，８９０

２０１２年調査 ８，９３３ ３０４ ３３９ ９，５７６

表３ 全国ホームレス概数

資料出所）厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）」
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２００２年に「ホームレスに対する生活保護の適用について」を通知した。「住居

がないことや稼働能力があることのみ」を理由に，保護の拒否をしてはならな

いとの趣旨で，これは２００３年通知でも確認されている。１８）

さらに，「ホームレス」の生活保護受給にかかわる重要な２つの保護課長通

知が出されている。まず，２００９年３月の「職や住まいを失った方々への支援

の徹底について」である。これは，現在地保護の徹底を指示した通知である。

ついで，同年１２月の「失業等により生活に困窮する方々への支援の留意事項

について」では，速やかな保護決定を指示した。これらの通知により，居住地

のない「ホームレス」も現在地保護により生活保護申請が可能となり，速やか

な保護開始決定に至ることができるようになった。

�ついで，ホームレスの生活保護申請と保護受給についてみよう。

新宿区福祉事務所によれば，２０１０年度のホームレス等の来所者は，生活福

祉課１万２，９８４人，拠点相談事業７，６７４人で，合計２万６５８人が相談に訪れて

いる。また，同年のホームレス等の保護開始は１，９７６人であったという。来所

者に占める保護開始の比率は９．６％，約１割となる。また，同年の新宿区福祉

事務所の保護開始数は３，５４５件であったから，開始件数の５５．７％となり，半

数を占めることになる。新宿区はホームレスの多い地域でもあるが，新宿区福

祉事務所はホームレスによる保護申請の多い福祉事務所である。

新宿区の保護担当者は，ホームレスの保護申請について，２００９年の保護課

長の通知以降「生活保護の垣根が低くなった」との感想を述べた。また，生活

保護の申請の際に，民間団体等の支援者が同行する同行申請がみられるように

なり，とくに日比谷年越し派遣村（２００８－２００９年）以降増加していると話した。

「広義のホームレスの可視化と支援策に関する調査」１９）は，２０１１年２月に全

国の福祉事務所において，ホームレス状態の人々に生活保護の開始決定をした

ケースの調査を報告している。以下では，この調査で，ホームレスの生活保護

受給の実態をみよう。

この調査の対象となった２月の開始決定数は１，８８９ケースであった。「福祉
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行政報告例」によると２０１１年２月の保護開始世帯数は２万３，０２０世帯であっ

た。この月の保護開始世帯に占めるホームレスの比率をもとめると８．２％とな

り，全国では１割弱ということになる。新宿区福祉事務所のホームレスの保護

申請がいかに多いかがわかる。

まず，性別をみると，男性８８．１％，女性１１．９％である。この調査では同時

に２つの調査も行われた。それらは，ホームレス支援団体の支援を受けホーム

レスを脱した人々を対象とする「居宅・施設移行者等調査」，ホームレス支援

団体名義による中間施設の入居者を対象とする「入居者調査」である。これら

の２つ調査に比べて，女性の比率が相対的に高いとされている。しかし，２節

でみたように，生活保護受給者の半数は女性であるから，ホームレス状態で生

活保護を開始する女性は少ないということがわかる。女性は，「隠れたホーム

レス」となり，他のルートで生活保護に流入している。２０）

学歴は中卒５６．８％，高卒３０．８％で，中卒が６割近くを占めている。先の２

つ調査に比べて学歴が一層低いことが指摘されている。

平均年齢は５３．３歳で，生活保護受給世帯全体の平均年齢５３．６歳に近い。ま

た，１０歳刻みでみると，５５歳から６５歳未満が３１．６％を占める。

ホームレスで生活保護受給した世帯の世帯類型では，高齢者世帯１６．９％，

母子世帯２．２％，傷病者世帯２４．９％，障害者世帯２．９％，その他の世帯５３．２％

となる。「その他世帯」の割合が半数を占めている。２０１０年の保護開始世帯に

おけるその他世帯の比率は３５．５％であったから，ホームレスで生活保護を開

始した世帯ではその他世帯の比率は極めて高い。２１）

保護申請をした場所について，保護申請地に来た理由や目的をみると，「３

年以上在住」がもっとも多く２４．８％，ついで，生保目的１８．３％，知人在住

１５．３％，就業１３．４％，就職目的１３．０％，出身地１１．４％，親族在住１０．７％など

である。３年以上在住といった申請地の住民であった者や出身地であるなど地

縁のある者は３分の１，仕事（就業・就職活動）縁を理由とする者４分の１，

親族や知人などの関係縁を理由とする者が４分の１となる。ホームレスの多く
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は申請地と何らかの縁をもつが，単に生保目的が理由の者も２割ある。

生活保護制度を「ホームレス状態以前から知っていた」が２６．６％でもっと

も多いが，その他は「役所・福祉事務所の窓口」（２５．３％），支援団体（１１．５％），

知人（７．７％）などから知ったとしている。

さらに，ホームレスが生活保護を受給する際の居住状況の変化をみよう。

（表４）

保護申請時では，路上２９．９％，短期居所２６．９％，居宅１５．６％，宿泊所等

９．４％，医療施設６．６％，施設その他４．４％，刑務所等３．５％などとなる。

保護開始決定時の居住状況では，路上での現在地保護は２．３％とごくわずか

となり，居宅が３４．２％でもっとも多くなる。地域のアパートなど居宅に直ち

に移行した事例である。簡易宿泊所や間借りなどの不安定な居住である短期居

保護申請時 保護開始決定時

路上（～１月） １３．８ １．２

路省（１月～１年） ８．５ ０．５

路上（１年～その他） ７．６ ０．６

居宅 １５．６ ３４．２

短期居所 ２６．９ ９．０

施設１種 ２．０ ９．３

施設その他 ４．４ ８．０

宿泊所等 ９．４ ２１．２

医療施設 ６．６ １２．６

刑務所等 ３．５ ０．４

その他 １．６ ２．９

合計 １００．０％ １００．０％

表４ 居住状況

資料出所）特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク・
広義のホームレスの可視化と支援策に関する調査検討委員
会『広義のホームレスの可視化と支援策に関する調査報告
書』２０１１年３月
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所は９．０％，医療施設利用の入院は１２．６％を占めている。

また，生活保護施設等の第１種社会福祉事業の施設は９．３％，ホームレス自

立支援関連施設やいわゆる法外施設は８．０％となっている。一方，宿泊所やそ

れに類する宿泊施設は２１．２％となっており，第１種の社会福祉施設よりも第

２種の宿泊所等の施設の方が大きな受け皿となっていることがわかる。

過去の生活保護受給歴は，生活保護の受給歴「有り」が３４．５％となってい

る。また，四大都市の場合の生活保護の受給歴「有り」は４４．５％にも及ぶ。

報告書はこれを生活保護利用の「往還の率」と呼び，ホームレスの生活保護往

還率の高さを指摘している。また，かつての野宿経験も３２．３％にも及ぶ。

生活保護申請時の同行者の有無をみると，「なし」がもっとも多く６７．０％で

ある。７割近くが自分ひとりで生活保護を申請している。残りの３割は，同行

者と申請している。同行者としてもっとも多いのは，「支援団体」の１４．８％，

ついで，「知人」４．８％，「親族」３．３％などがある。（表５）

実 数 ％

な し １，２５３ ６７．０

支援団体 ２７６ １４．８

弁護士 ２９ １．５

司法書士 １１ ０．６

親 族 ６２ ３．３

知 人 ８９ ４．８

不動産業者・大家 １７ ０．９

議 員 ４２ ２．２

その他 ６５ ３．５

医療関係者 ４８ ２．６

合 計 １，８９２ １０１．１

表５ 生活保護申請時の同行者の有無（複数回答）

資料出所）表３に同じ
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３ 生活保護受給者の居住状況

－生活保護受給者はどこで生活しているか－

生活保護法では，第３０条で「生活扶助は，生活保護受給者の居宅において

行うものとする」と規定しており，居宅保護が原則となっている。

２０１０年の「被保護者全国一斉調査」（１０月１日現在）によれば，生活保護受

給世帯は１３６．１万世帯であった。この調査では，保護施設入所者は対象となっ

ていない。

生活保護法の保護施設には，救護施設，更生施設，医療保護施設，授産施

設，および宿泊提供施設の５種類がある。医療保護施設のみ社会福祉法の第２

種社会福祉事業で，他はすべて第１種社会福祉事業である。２２）

２０１０年の「福祉行政報告例」では，通所利用者を含む保護施設在員数は１

万８，９６６人である。生活保護受給者１９５．２万人に占める保護施設の利用者は

１．０％となる。生活保護受給者で保護施設に入所している人は少なく，生活保

護受給者のほとんどが居宅において保護を受けているとみなしてよいであろ

う。それでは居宅生活を送る場所をみよう。

２０１０年の「被保護者全国一斉調査」は借家・借間世帯数を明らかにしている。

借家・借間世帯数は１１４．６万世帯であった。生活保護受給世帯（１３６．１万世

帯）の８４．２％が借家・借間に居住している。

借家・借間世帯数の内訳は，公営住宅２２．９万世帯（２０．０％），その他９１．７

万世帯（８０．０％）となる。公営住宅に居住する世帯の割合は２割である。公営

住宅に入居する生活保護受給世帯は少なく，ほとんどは民間の借家・借間に居

住する。

５年ごとに行われている総務省「住宅・土地統計調査」（２００８年）によると，

全国の公営住宅は２０８．９万戸であった。公営住宅に居住する生活保護受給世帯

の比率を求めてみると１１．０％となり，わずか１割程度ということになる。生

活保護受給世帯に公営住宅の利用が進んでいない。
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単純に計算すると，借家・借間以外のほぼ２１．５万世帯の居住状況がわかっ

ていない。彼らはどこで暮らしているのだろうか。２０１０年の「福祉行政報告

例」で住宅扶助を受けている世帯は１１６．６万世帯で，ほぼ借家・借間世帯数に

相当するので，住宅扶助の対象とならない場合を考えると，施設入所もしくは

入院の場合，そして持家の場合などが考えられる。わかる範囲で検討してみよ

う。

まず，施設入所を考えてみる。先の２０１０年「被保護者全国一斉調査」では，

介護施設入居者が３万８，９３２人いることがわかっている。加えて，障害者施設

や女性施設などの福祉施設に入所している場合もあろう。そのほかに，２０１０

年の「福祉行政報告例」でみると，入院患者が１２万９，８０５人いることがわか

る。

まだ約５万世帯が不明のままとなるが，以上が概況である。

ところで，近年生活保護受給者の居住環境として注目されているのは無料低

額宿泊施設である。生活保護制度の中では，居宅として扱われている。

厚生労働省「無料低額宿泊施設等に関する実態調査」の２０１０年６月末時点

の結果では，社会福祉法第２条の３に規定する無料低額宿泊事業を行う施設

（無料低額宿泊所）は４８８施設で，総入所者数１万４，９６４人のうち生活保護受

給者は１万３，７９０人である。また，社会福祉各法に法的位置づけのない施設（無

届施設）も１，３１４施設あり，定員数３万２，９２７人のうち生活保護受給者は１万

６，６１４人である。

両施設あわせると，無料低額宿泊施設の入所者は３万４０４人となる。社会福

祉法第２条の３に規定する無料低額宿泊所の場合は，入所者の９２．２％は生活

保護受給者であるから，生活保護施設ともいえる。２３）（表６）

無料低額宿泊施設は「貧困ビジネス」の温床であるといわれている。

「貧困ビジネス」とは，湯浅誠の定義によれば，「貧困層をターゲットにして

いてかつ貧困からの脱却に資することなく，貧困を固定化するビジネス」であ

る。２４）無料低額宿泊施設は消費者金融，日雇い派遣，ゼロゼロ物件などととも
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に貧困ビジネスの一つとされ社会問題として取り上げられることも多い。

無料低額宿泊所は，社会福祉法で定められた第２種社会福祉事業という位置

づけで，「生計困難者のために，無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付

け，または宿泊所その他の施設を利用させる事業」である。

宿泊所は戦後の社会福祉事業法の時代から第２種事業の一つとして位置づけ

られており，「社会福祉施設等調査報告」によれば１９５３年は１００か所程度であっ

た。その後１９７０年代から減少し始め，１９９８年には４３か所まで減少した。そ

して，１９９９年から一転増加傾向を見せ，２０００年に８５か所となり，２００７年に

は２３３か所まで増加し，２０１０年は２１３か所となった。

社会福祉施設等調査とは別に，厚生労働省社会・援護局保護課は２００６年か

ら先の無料低額宿泊所の調査を行っており，２００６年３８８か所，２００７年３９８か

所，２００８年４１５か所，２００９年４３９か所，２０１０年４８８か所となっている。

この調査の詳細な分析によれば，所管自治体別の施設数は，２００９年では都

道府県が３００か所（６１．５％），政令指定都市が１６７か所（３４．２％），中核都市が

２１か所（４．３％）である。都道府県所管の３００か所のうち１７３か所は東京都で

あり，大都市部に集中している。

こうした無料低額宿泊所の増加した背景には，「１９９０年代後半以降の貧困の

広がりとホームレスの増加」があり，無料低額宿泊所に入所していれば生活保

施設数 総入所者数 内生活保護受給者

２００９年 ２０１０年 ２００９年 ２０１０年 ２００９年 ２０１０年

社会福祉法第２条第３
項に規定する無料低額
宿泊事業を行う施設

４３９ ４８８ １４，０８９ １４，９６４ １２，８９４ １３，７９０

社会福祉各法に法的位
置づけのない施設 １，４３７ １，３１４ － ３２，９２７ １２，５８７ １６，６１４

表６ 無料低額宿泊所等調査

資料出所）厚生労働省「住居のない生活保護受給者が入居する無料低額施設及びこれに準じ
た法的位置付けのない施設に関する調査結果」２０１１年
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護の受給が比較的容易であったため，ホームレスの生活保護適用の際に，無料

低額宿泊所の入所が拡大したとみられている。２５）

２００３年７月に厚生労働省が，「居住地がないことが保護の要件に欠けるもの

ではない」とする通達を出し，ホームレスへの生活保護適用の道を大きく開い

たこと，また，東京都においては，こうしたホームレスに生活保護を決定した

場合，居住地の自治体が財政負担をするのではなく，都が一定期間，財政負担

を行うとするルールにしたことも大きかった。２６）

無料低額宿泊所は，『社会福祉法の解説』によれば，「一時的な宿泊」の場所

で，宿泊料金は「無料または相当低額」であることが要件とされている。２７）

しかし，無料低額宿泊所に１年以上入所している人は約６割にものぼり，し

かも，宿泊料金も住宅扶助基準と同額またはそれ以上の宿泊所は８７．３％を占

めており，無料低額宿泊所の規定とはまったく異なる実態である。

また，入所の経緯は「福祉事務所から」がもっとも多く５５．４％，ついで，「業

者から」が２６．７％となっている。半数は福祉事務所から紹介されて入所して

いる。とくに，東京都の場合はその傾向が強く，東京都が所管する１７０施設の

うち，福祉事務所経由の入所者率は９０．４％に及んでおり，東京都の無料低額

宿泊所入所者のほとんどは福祉事務所の紹介によるものである。こうした高い

入所者率の背景には，すでに指摘した生活保護における費用負担の仕組みの影

響があると考えられている。２８）

厚生労働省の担当者も，「典型的な貧困ビジネスの温床」として無料低額宿

泊所を取り上げる中で，「ホームレスを保護するために，無料低額宿泊施設に

入ってもらう対応を福祉事務所もしています。しかし，とりあえずが，なぜか

半年，一年と無料低額宿泊施設にいるという状況になっているのではないかと

思います」と，生活保護行政と無料低額宿泊所の結びつきを認めている。２９）

一方，２０１０年の社会福祉各法に法的位置付けのない施設（未届施設）１，３１４

の内訳は，高齢者を対象とした施設６４２（うち高専賃２８７）（４８．９％），ホーム

レスを対象とした施設２１４（１６．３％），アルコール依存症者を対象とした施設
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３７（２．８％），薬物依存症者を対象とした施設２４（１．８％），その他３９７（３０．２％）

で，半数近くが高齢者施設である。

これらの未届施設に１万６，６１４人の生活保護受給者が入所している。そのう

ち高齢者を対象とした施設に７，２７７人が入所し，４３．８％を占める。ついで，ホ

ームレスを対象とした施設に３，３２０人が入所しており，２０．０％となる。未届施

設は，高齢者施設またはホームレス施設ということになる。

これら未届施設の生活保護受給者のうち約４６％が介護保険法，約８．５％が障

害者自立支援法の適用を受けている。無料低額宿泊所では介護保険の利用が認

められていないこともあって，無料低額宿泊所に比べると，未届施設の入所者

の方が介護保険法や障害者自立支援法の適用を受けている者が多い。３０）

お わ り に

本稿では，２０００年以降の生活保護について検討してきた。２０００年以降の１０

年間では，生活保護受給者数は約２倍に増え，戦後最高の記録を更新しつづけ

るなど，生活保護は大きな変動の中にあることが明らかとなった。

近年の生活保護受給者増大の要因は経済状況の影響を受けた生活困窮者の増

大と考えられるが，それだけではなく２０００年前後の生活保護政策の転換の影

響がある。とくに，生活保護は２００４年の『専門委員会報告書』の示した「利

用しやすい制度」への転換に踏み切った。こうした政策転換を背景に，生活保

護は居住地のない者や働く能力のある生活困窮者といったこれまでとは異なる

生活保護受給者を多く受け入れることになった。こうした柔軟運用によっても

たらされた生活保護受給者の増加を受け，生活保護はあらたな支援の課題をか

かえることになった。

一つは，「就労支援から日常生活・社会生活支援へ」である。

就労自立一辺倒であった自立支援は，多様な支援へと舵を取らざるをえなく

なった。福祉事務所とハローワークの連携による就労支援は継続され，さらに

強化もされるが，それだけでは生活保護受給者の就労自立は達成されない。
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就労しながら生活保護も受給する「半就労半福祉」や，就労に至る前段階で

ある社会とのつながりをつくるための「社会的な居場所」が必要となる。３１）

もう一つは，相談援助（ケースワーク）のあり方である。相談援助も多様な

問題をかかえた相談者への対応が求められている。大量の生活保護受給者は多

様な問題をかかえ，相談に訪れる。しかし，担当者は彼らの抱えている問題に

応じきれずにいる。そこで，福祉事務所においては，専門職の雇用やアウトソ

ーシングなどの方法を用いて，大量で多様な問題をかかえた生活保護受給者へ

の支援が試みられている。

注

１）NHKスペシャル『ワーキングプア』取材班『ワーキングプア 日本を�む病』ポプラ

社２００７年，水島宏明『ネットカフェ難民と貧困ニッポン』日本テレビ放送網２００７年

２）津田光輝「生活保護－吹きすさぶ『適正化』旋風」『ジュリスト増刊 総合特集転換期

の福祉問題』有斐閣１９８６年 pp．１７７－１８１，大友信勝『公的扶助の展開』旬報社２０００年

３）星野信也「機能喪失した生活保護」『週刊社会保障』１８４５号１９９５年 pp．４８－４９

４）副田義也『生活保護制度の社会史』東京大学出版会１９９５年 p．２９６
５）炭谷茂「被保護者の動向に応じた積極的な対応を」『生活と福祉』４２０号１９９１年 pp．６－

９

６）財務省財務総合政策研究所『財政金融統計月報』，NHK取材班『NHKスペシャル 生活

保護３兆円の衝撃』宝島社２０１２年

７）社会保険における生活保護受給者の取り扱いは錯綜している。生活保護受給者は国民年

金では適用対象であるが全額免除で，国民健康保険では適用対象外，介護保険では，６５歳

以上は被保険者で，４０～６４歳は医療保険未加入の場合は被保険者になることができない。

（牧園清子「社会保障制度の中の被保護階層」田中滋子編『地域・家族・福祉の現在』ま

ほろば書房２００８年 pp．１２７－１３９）

８）また，判断に困る場合には上級官庁に承認を得なければならないし，厚生労働省による

施行事務監査が実施機関に対して行われており，事実上の指揮監督と変わらない実態があ

る。さらに，会計検査院による検査や行政監察庁による保護事務の監察なども行われてい

る。

９）改正前の福祉事務所は，人口１０万人を目安に「福祉地区」を設置し，所管するものと

するなど，設置数が規制されていた。また，現業員の数はただちに福祉事務所の業務水準

に影響を与えるため，都市部は８０ケース，郡部は６５ケースに生活保護ケースワーカー１

人を配置する「定数」が決められていた。
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１０）２０１０年度の策定状況は東日本大震災の影響により一部自治体の取り組みを反映していな

いので，前年度２００９年度の結果でみると，全国の福祉事務所の９５．５％が１つ以上の経済

的自立に関するプログラム，９０．７％が日常生活自立に関するプログラムを策定している。

社会生活自立に関するプログラムは２３．７％と，さきの２つの領域に比べて策定する福祉事

務所は少ない。（『社会援護局関係主管課長会議資料』２０１１年３月）

１１）新保美香「生活保護『自立支援プログラム』の検証－５年間の取り組みを振り返る－」

『社会福祉研究』第１０９号２０１０年 pp．２－９

１２）木村陽子は大都市における保護率の高まりを「生活保護の都市化」と呼んでいる。大都

市とは政令市をいい，２００５年度では生活保護受給者の５４％が大都市，特別区，中核市に

居住していた。（木村陽子「大都市財政は生活保護を担いきれるか」『都市問題研究』第６０

巻３号２００８年 pp．２８－５５）

１３）笠井和明『新宿ホームレス奮戦記－立ち退けど消え去らず』現代企画室１９９９年，青木

秀男編著『場所をあけろ！ 寄せ場／ホームレスの社会学』松籟社１９９９年，島和博『現

代日本の野宿生活者』１９９９年学文社など。

１４）平川茂「『異質な他者』とのかかわり」井上俊・船津衛編『自己と他者の社会学』有斐

閣２００５年 pp．２２７－２４３

１５）朝日新聞２０１２年４月１４日

１６）２００７年調査では，住居喪失者の年齢は２０代と５０代の２つの集中点をもつカーブを描

き，住居喪失者は若年不安定就労者を多く含んでいるとともに，ホームレス自立支援法に

いうホームレスとは，中高年期において重なりあった存在であると指摘されている。（岩

田正美「『住居喪失』の多様な広がりとホームレス問題の構図－野宿者の類型を手がかり

に－」『季刊社会保障研究』４５－２号２００９年 pp．９４－１０６）

１７）沖野充彦「ホームレス自立支援法の１０年とこれからの課題」『ホームレスと社会』５号

２０１２年 pp．５３－６２

１８）２００１年３月２日に行われた全国自治体の生活保護担当者会議の社会・援護局保護課別添

資料「ホームレスに対する基本的な生活保護の適用について」の中で，ホームレスに対す

る生活保護の要件については，一般世帯に対する保護の要件と同様であり，単にホームレ

スであることをもって保護の対象になるものではなく，また，居住地がないことや稼働能

力がないことのみをもって保護の要件に欠けるものではないとの生活保護の適用の基本的

な考え方が示されている。

１９）特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク・広義のホームレスの可視化と支

援策に関する調査検討委員会『広義のホームレスの可視化と支援策に関する調査報告書』

２０１１年３月。２０１１年２月１日から２８日の間に全国の福祉事務所において，ホームレス状

態の人々に生活保護の開始決定をしたケースのほぼ全数を対象とした調査である。

２０）女性は野宿をするよりも「隠れたホームレス」になりやすいことを，丸山里美は性別役

割分業や福祉による保護などの社会制度から検討している。（丸山里美「ジェンダー化さ
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れた排除の過程－女性ホームレスという問題」青木秀男編著『ホームレス・スタディーズ

－排除と包摂のリアリティ』２０１０年 pp．２０２－２３２）

２１）この他，生活保護の決定前に借金があったものの比率は３１．２％で，３割の人が借金を抱

えている。また，障害者手帳の所持についてみると，精神障害の手帳あり１．７％，疑いの

ある者７．８％（国全体での手帳所持率０．４３％），知的障害の手帳あり１．２％，疑いのある者

３．９％（国全体での手帳所持率０．６４％），身体障害の手帳あり２．１％，疑いのある者３．１％

（国全体での手帳所持者４．０２％），全国に比べて障害のある者が多い。また，アディクショ

ン（依存傾向）についても，アルコール２．５％，薬物２．５％，ギャンブル１．１％となってい

る。（特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク・広義のホームレスの可視化

と支援策に関する調査検討委員会『前掲報告書』）

２２）第１種社会福祉事業の大部分は入所施設であるが，第２種社会福祉事業では通所施設が

多い。また，第２種社会福祉事業は経営主体にとくに制限がなく，届け出をすればよいと

されている。（社会福祉法令研究会『社会福祉法の解説』中央法規２００１年 p．６９，p．８０）

２３）日本弁護士連合会は，現在運営されている無料宿泊所には生活保護受給者が多数生活

し，実態として第１種社会福祉事業の施設であるにもかかわらず，無料宿泊所を第２種社

会福祉事業の施設としていること，また，第１種社会福祉事業は都道府県知事の許可を受

けなければならないが，届け出のみで経営できる第２種社会福祉事業の届け出すらなされ

ずに経営されている「社会福祉各法に法的位置付けのない施設」に多数の生活保護受給者

が入所していることを放置している点を問題としている。（日本弁護士連合会「『無料低額

宿泊所』問題に関する意見書」２０１０年）

２４）湯浅誠「貧困ビジネスとは何か」『世界』７８３号 ２００８年 pp．１９１－１９７

２５）山田壮志郎「無料低額宿泊所の現状と生活保護行政の課題」社会福祉学５３－１号２０１２年

pp．６７－７７

２６）鈴木亘「無料低額宿泊所問題とは何か」『ホームレスと社会』vol．２号明石書店２０１０年

pp．２２－２７

２７）社会福祉法令研究会『前掲書』p．９６
２８）山田「前掲論文」pp．７２－７４，鈴木「前掲論文」p．２４

東京都は，宿泊所を特別区人事・厚生事務組合が設置するタイプ（災害等による住宅困

窮者等向けも含む）・公立型（９施設），宿泊サービスのほか，複数職員を配し，特定の対

象に対する支援サービスを実施しているタイプで女性支援や緊急宿泊，グループホームな

どの特定機能タイプ（２７施設），一般宿泊タイプ（１３１施設）に分類している。特定の対

象者に対する支援サービスを実施している特定機能タイプの割合は１６．２％と低く，入所者

の多様なニーズに応えうる支援機能の充実が今後の課題としている。（東京都『生活保護

を変える東京提言～自立を支える安心の仕組み～』２００７年３月 p．１４）

２９）生沼純一「生活保護制度の現況と課題」『生活と福祉』６６４号２０１１年 pp．１９－２１

３０）無料低額宿泊所入所者のうち介護保険サービスの利用者は１．８％，障害者自立支援法の
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適用を受けている人は２．７％にすぎない。（山田「前掲論文」p．７３）

３１）たとえば，東京都新宿区を拠点とする「スープの会」の活動では，生活保護受給者がボ

ランティアとしてサロン活動の手伝いをしたり，グループホームの施設職員として就労す

る機会を提供するなど，多様な支援が試みられている。（新部聖子「路上から見える地域

－「スープの会」における小さなつながりづくりの実践から－」『社会福祉研究』第１１０

号２０１１年 pp．１４０－１４４）

なお，本稿は２０１１年度国内研究における成果の一部である。
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